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九十九里町戸籍情報システム標準化導入業務委託に係る公募型プロポーザル実施要

領 

 

１ 業務の目的 

  国が定めた標準仕様書に準拠した戸籍情報システム及び戸籍附票システムの調達に際し、

正確かつ安定した戸籍事務を維持しながら、安全かつ確実に標準準拠システムの移行を完

了するとともに、その後の運営やサポート体制においても業務支援が充実し、また戸籍法

改正に伴う事務に確実に対応できる戸籍情報システムを導入し、住民サービスの更なる向

上を目的とする。 

 

２ 業務概要 

（１）業務の名称  九十九里町戸籍情報システム標準化導入業務委託 

 

（２）履 行 場 所  九十九里町役場 

 

（３）履 行 内 容  別紙「仕様書」のとおり 

 

（４）履 行 期 間  契約締結日の翌日から令和９年１月３１日（予定）まで 

 

３ 業務上限価格   

４９，０００，０００円以内（消費税及び地方消費税の額を含む） 

※本業務完了までに要する全ての経費総額とする。 

（標準化移行、クラウド環境構築、データ移行、ハードウェア、その他費用を含む） 

※運用保守費用は、標準化後の５年運用保守費用、通信費（ガバメントクラウドまたは 

それに準ずる環境に係る利用料）、システム使用料及び賃借料を示すこと。 

 なお、ガバメントクラウドを利用する場合は、ガバメントクラウド利用料も含めて示

すこと。 

※契約時期・期間及び支払時期は、審査結果後に提案内容を踏まえ選定業者と協議のう

え決定する。 

※ガバメントクラウドに接続するための回線費用、ガバメントクラウド運用管理補助者

業務に係る費用は含まない。 

※提案見積は上限を超えてはならない。 

※この金額は、契約予定額を示すものではない。 

 

 



 

2 

 

４ 事業スケジュール 

内      容   期 日 ・ 予 定 日 等 

公募開始 令和８年１月２２日（木） 

参加意向申出書受付期限 令和８年１月２８日（水）１５時 

質問書提出期限 令和８年１月３０日（金）１５時 

質問回答予定 令和８年２月４日（水） 

参加資格確認結果通知（一次審査結果） 令和８年２月６日（金） 

提案書提出期限 令和８年２月２７日（金）１５時 

選定審査会（二次審査・プレゼンテーシ

ョン審査） 

令和８年３月３日（火） 

詳細は別途通知 

審査結果通知（二次審査結果） 令和８年３月１０日（火） 

 

５ 参加資格 

プロポーザル方式に参加できるものは、以下の各号の全ての要件を満たす者とする。 

（１）令和６・７年度九十九里町入札参加資格者名簿「委託（大分類：情報処理）に登録さ

れている者。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のほか、次に掲

げる事項に該当しない者であること。 

①手形交換所による取引停止処分を受けた日から２年間を経過しない者又は発注工事等の

入札前６か月以内に手形又は小切手を不渡りした者 

②会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所

からの更生手続開始決定がされていないもの 

③民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所

からの再生手続開始決定がされていないもの 

④業務の発注に係る公表の日からプロポーザル選定審査会（以下「選定審査会」という。）

の日までの間、九十九里町建設工事等請負業者指名停止措置要領（平成２７年４月１日告

示第４９号）に基づく指名停止措置並びに千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領（昭

和６０年４月５日制定）及び千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準に基づく指

名停止措置を受けている者 

⑤九十九里町契約に係る暴力団対策措置要綱（平成２７年九十九里町告示第４８号）又は

千葉県建設工事等暴力団対策措置要綱（昭和６３年４月１日制定）に基づく指名停止措置

を受けている者 

（３）同一人が代表者となっている法人等は、重複して当該業務の受託者選定に参加するこ

とができない。 

（４）法人税法（昭和４０年３月３１日法律第３４号）、地方税法（昭和２５年７月３１日法

律第２２６号）、消費税法（昭和６３年１２月３０日法律第１０８号）に定める税金を滞納し

ていない者であること。 
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（５）戸籍・戸籍附票システムの導入及び構築、並びにシステム稼働後の運用実績があるこ

と。 

（６）ＩＳＭＳ適合性評価制度又はプライバシーマーク制度の認証を取得しており、情報セ

キュリティ管理を的確に行う体制が整備されていること。 

 

６ 参加手続 

（１）参加意向申出書の提出方法 

①提出期限 令和８年１月２８日（水） １５時まで（必着） 

②提出場所 〒２８３－０１９５ 千葉県山武郡九十九里町片貝４０９９番地 

                 九十九里町住民課住民係 

③提出方法 持参又は郵送（書留又は簡易書留・レターパック） 

 持参の場合、受付時間は閉庁日（土日祝日）を除く９時から１７時まで 

 提出期限日については９時から１５時まで 

  郵便事故等に対する補償は一切行わない。 

④提出書類 ア プロポーザル参加意向申出書（別記第１号様式） 

       イ 誓約書（別記第２号様式） 

       ウ 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度に

おける認証を受けていることを証する書類の写し 

       エ 会社概要書（様式１） 

⑤参加資格確認結果通知及びプロポーザル関係書類提出依頼書の送付 

  参加意向申出書を提出したものについて、「５ 参加資格」に定める資格要件を満たして

いるか確認し、令和８年２月６日（金）までに参加資格確認結果通知を電子メールにて送

付する。また、参加資格要件を満たすと判断した者には併せてプロポーザル関係書類提出

依頼書を送付する。 

 

（２）提案書作成に関する質問及び回答 

 本案件に関する質問は、参加資格に関すること及び提案書の作成に関するものとし、審査

（評価）に係る質問は一切受け付けない。 

① 提出期限 令和８年１月３０日（金） １５時まで 

② 提出場所 九十九里町住民課住民係宛に提出すること。 

メールの場合：ju-jumin＠town.kujukuri.chiba.jp 

       FAXの場合：0475-76-7934 

③ 提出方法 質問書（任意様式）をメールもしくは FAXにて提出すること。 

④ 回答方法 令和８年２月４日（水）までに町ホームページ上に掲載する。 

        但し、質問内容によっては、参加意向申出があった事業者全てに個別に電子 

        メールにて回答する。 
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（３）提案書の提出方法 

①提出期限 令和８年２月２７日（金） １５時まで（必着） 

②提出場所 〒２８３－０１９５ 千葉県山武郡九十九里町片貝４０９９番地 

                 九十九里町住民課住民係 

③提出方法 持参又は郵送（書留又は簡易書留・レターパック） 

 持参の場合、受付時間は閉庁日（土日祝日）を除く９時から１７時まで 

 提出期限日については９時から１５時まで 

郵便事故等に対する補償は一切行わない。 

 ④提案事項 

提案事項は「別表１ 二次審査評価基準」に示した内容とする。 

⑤提出書類 

  ア 技術提案書 

   Ａ４版の任意様式とする（必要に応じてＡ３版の綴じ込みも可）。ページ数の制限はな

いが、提案書は日本語で記載し、分かりやすい構成とし、目次及び通しページ番号を付

与すること。提案書は単なる意思表示ではなく、詳細かつ具体的な実現方法を示すこと。 

  イ 業務実施体制 

   様式２に記入すること。本業務にあたっての管理技術者、技術者の人員配置、保有資

格や経験年数、業務実績・担当業務内容、再委託の有無を記載すること。 

  ウ 実施方針・実施フロー・工程表 

   Ａ４版又はＡ３版の任意様式とし、本業務における実施方針、実施フロー、作業工程

を一覧表にして分かりやすく示すこと。 

  エ 見積書 

   本業務に係る全ての経費の見積書を提出すること。 

   見積書は任意様式とし、必ず業務内容ごとの経費の内訳、消費税及び地方消費税を除

いた価格と税込価格を記載すること。なお、見積書の税込価格が本要領「業務上限価格」

の範囲内で提出すること。また、別紙見積明細表を提出すること。 

  オ 参考見積書 

   標準化移行後の５年間における運用保守費用、通信費（ガバメントクラウドまたはそ

れに準ずる環境に係る利用料）、システム使用料及び賃借料の見積書を提出すること。様

式及び記載内容については上記エに準ずること。また、別紙見積明細表を提出すること。 

⑤提出部数 

  技術提案書 １６部 

  業務実施体制及び実施方針・実施フロー・工程表 １６部 

  見積書及び参考見積書 ３部（正本１部のみ押印し、副本２部は複写可とする） 

⑥留意事項 

  ア 提案書の提出後における書類の追加、修正および再提出は原則認めない。 

 イ 提案書の内容は、提案者が責任をもって必ず履行できる内容とすること。 



 

5 

 

 ウ 仕様書に記載のない事項であっても、提案者の判断により本業務に必要であると思

われる業務がある場合、業務上限額の範囲内において提案できることとする。 

この場合、これに係る経費は見積書に含むものとする。 

  エ 会社名や会社ロゴなど、提案業者が特定できるような情報は記載しないこと。 

  オ 提出された提案書等は返却しない。 

 

７ 評価方法及び評価基準 

 事業者を選定するための審査方法及び提案事業の評価方法は、次の各号によるものとする。 

（１）一次審査 

参加意向申出者が４者を超える場合、一次審査として選定委員会の事務局が書類審査によ

り３者を選定する。 

 

（２）二次審査 

二次審査は選定審査会でのプレゼンテーション審査とし、「別表１ 二次審査評価基準」に

基づき点数評価を行い、その合計点が最も高い提案者を受託候補者として選定する。 

なお、「７ 価格評価」を除く評価点の合計得点が２００点（得点率５割）以上を最低基準

とし、最低基準に満たない者は選定の対象としない。 

また、審査対象者が１者であった場合でも審査を行う。 

①日 時 令和８年３月３日（火） ※時間については別途連絡する。 

②場 所 九十九里町役場第一会議室 

③留意事項  

  ア プレゼンテーションの時間は１者４０分以内（説明時間２５分、質疑応答１５分）

とし、提案者人数は５人以内とする。なお、開始時間は、参加業者数等により変更とな

る場合がある。 

  イ 提案の内容は「別表１ 二次審査評価基準」の大項目ごとにまとめて説明し、会社

の特性や強み等のＰＲを含めたものとする。 

  ウ プロジェクター及びスクリーンは町で用意する。パソコン等その他必要な機器は提

案者が用意すること。 

エ 最高点が同点の場合は、見積書の金額の低い提案者を受託候補者とする。 

オ 評価結果に対する一切の異議申立ては受け付けない。 

 

８ 選定結果の通知及び公表 

 受託候補者選定後、提案者全員に選定又は非選定の結果を通知する。また、選定結果通知

日翌日（土日祝日を除く）に、下記項目において町ホームページにて公表する。 

 【公表事項】 

 （１）受託候補者の名称及び総合点 

 （２）次点の者、次点下の者の名称及び総合点 
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  ※但し、（１）以外の参加者の名称は匿名とし、総合点は点数順で表記する。 

  ※提案者が（選定業者数＋１）者の場合、選定されなかった提案者の得点は公表しない。 

 

９ その他 

①受託候補者として選定した者が、採用の辞退及びその他の理由で契約できない場合は、

次点の提案者を受託候補者とする。 

②プロポーザル参加に要する経費等は、すべて事業者の負担とする。 
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別表１ 

二次審査評価基準 

評価項目 配点 採点基準 

１ 業務体制及び作業工程 40   

提案事項 評価基準    

①  貴社の体制についてご回答

ください。 

提案ベンダ、システム開発ベ

ンダ、サポートベンダについ

ての体制は十分なものか。 

10 10 非常に優れて

いる 

8 優れている 

5 普通 

2 やや劣る 

0 不十分 

②  本業務の実施体制をご回答

ください。 

 

本業務を円滑に進められる

ための人員が確保され、各工

程の実施内容や役割分担が

示され遂行できる体制か。 

10 10 

 

非常に優れて

いる 

8 優れている 

5 普通 

2 やや劣る 

0 不十分 

③  本業務のスケジュールをご

回答ください。 

本業務において実現性のあ

るスケジュールが組まれて

おり、令和８年度までに稼働

可能なものか。 

20 20 非常に優れて

いる 

15 優れている 

10 普通 

5 やや劣る 

0 不十分 

２ 提案システム稼働実績・連携実績 80  

①  貴社の全国での戸籍システム

の稼働実績をご回答くださ

い。 

※システム提供からアフター

フォローまで実施している稼

働実績とする。 

※稼働実績自治体数を記載す

ること。 

貴社の全国での戸籍システ

ムの稼働実績はあるか。 

 

20 20 非常に優れて

いる 

15 優れている 

10 普通 

5 やや劣る 

0 不十分 

②  貴社における他社システムか

らのデータ移行実績をご回答

ください。 

貴社おける他社システムか

らのデータ移行実績はある

か。 

20 20 

 

非常に優れて

いる 

15 優れている 
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※合併、共同利用は除く、単

独でのデータ移行実績とす

る。 

※令和６年３月～令和７年３

月末に稼働した実績とする。 

※稼働実績自治体数を記載す

ること。 

10 普通 

5 やや劣る 

0 不十分 

③  住基ネットＣＳと本町戸籍附

票システムの連携について連

携の全体像や当町の準備事項

などを記載してください。 

住基ネットＣＳと本町戸籍

附票システムの連携が調整

されているか。 

20 20 

 

非常に優れて

いる 

15 優れている 

10   普通 

5 やや劣る 

0 不十分 

④  戸籍情報システム標準化業務

の締結実績についてご回答く

ださい。 

※データクレンジング等の一

部のみの契約実績ではなく、

標準化業務を完了できる契約

となっている実績とする。 

※締結実績自治体数を記載す

ること。 

戸籍情報システム標準化業

務の締結実績はあるか。 

20 20 

 

非常に優れて

いる 

15 優れている 

10 普通 

5 やや劣る 

0 不十分 

３ システム 60  

①  当町の環境に合わせたクラウ

ド型戸籍システムの全体像を

記載してください。 

・ガバメントクラウドかベン

ダークラウドかを明示してく

ださい。 

・ガバメントクラウドの場

合、クラウド基盤（ＡＷＳな

どの基盤）の管理主体及び利

用料の支払いについて提案ベ

ンダ経由か、当町からデジタ

ル庁への直接支払いか明示し

てください。 

クラウドの全体像や当町と

のネットワークが整理され

管理主体が明確か。 

10 10 

 

非常に優れて

いる 

8 優れている 

5 普通 

2 やや劣る 

0 不十分 
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②  クラウド型戸籍システムにつ

いて、クラウド環境における

障害対策をご回答ください。 

障害発生時に迅速に対応で

きる対策が構築されている

か。 

10 10 

 

非常に優れて

いる 

8 優れている 

5 普通 

2 やや劣る 

0 不十分 

③  貴社の戸籍システムの外字管

理方法についてご回答くださ

い。また、標準搭載可能な文

字数（外字は除く）をご回答

ください。 

外字管理の有無、標準搭載

可能な文字数を評価する。 

20 20 

 

非常に優れて

いる 

15 優れている 

10 普通 

5 やや劣る 

0 不十分 

④  貴社の戸籍システムの文字管

理体制についてご回答くださ

い。 

文字管理体制を評価する。 10 10 

 

非常に優れて

いる 

8 優れている 

5 普通 

2 やや劣る 

0 不十分 

⑤  戸籍附票連携において行政事

務標準文字への対応をご回答

ください。また、当町が行う

文字同定など対応事項があれ

ば明示してください。 

行政事務標準文字への対応

方針及び当町が対応すべき

事項があるか評価する。 

10 10 非常に優れて

いる 

8 優れている 

5 普通 

2 やや劣る 

0 不十分 

４ 運用サポート 130  

①  コールセンターの運用時間に

ついてご回答ください。 

コールセンターの問い合わ

せ可能時間について評価す

る。 

10 10 

 

非常に優れて

いる 

8 優れている 

5 普通 

2 やや劣る 

0 不十分 

② コールセンターでの対応内容

についてご回答ください。 

コールセンターでの対応内

容を評価する。 

10 10 

 

非常に優れて

いる 

8 優れている 

5 普通 

2 やや劣る 



 

10 

 

0 不十分 

③ 戸籍システムに特化した専用

のコールセンターを有してい

る場合は所在地（住所）をお

答えください。 

※常時繋がるコールセンター

の所在地とする。 

コールセンターの拠点数を

評価する。 

10 10 

 

非常に優れて

いる 

8 優れている 

5 普通 

2 やや劣る 

0 不十分 

④ 戸籍事務に特化した専用のコ

ールセンターにおけるサポー

トを実施する上での取り組み

をご回答ください。 

コールセンターの職員のス

キルアップを図るための取

り組み内容や問い合わせ対

応体制を評価する。 

20 20 

 

非常に優れて

いる 

15 優れている 

10 普通 

5 やや劣る 

0 不十分 

⑤ コールセンターにおけるこれ

までに蓄積した事例数をご回

答ください。 

自治体から問い合わせがあ

った過去の事例を記録・管

理し、ユーザーに提供でき

る事例数を評価する。 

10 10 

 

非常に優れて

いる 

8 優れている 

5 普通 

2 やや劣る 

0 不十分 

⑥ 戸籍事務において、どのよう

なサポートツールを備えてい

るかご回答ください。 

・サポートツールがある場合

は、参照できる事例数（よく

ある問い合わせ事例）を示す

こと。 

サポートツールの有無及び

サポートツールが戸籍事務

処理に貢献するものか。 

20 20 

 

非常に優れて

いる 

15 優れている 

10 普通 

5 やや劣る 

0 不十分 

⑦ 戸籍事務において、教育・学

習できるツールについてご回

答ください。 

 

教育・学習できるツールの

有無及び戸籍実務において

貢献するものか。 

20 20 

 

非常に優れて

いる 

15 優れている 

10 普通 

5 やや劣る 

0 不十分 

⑧ 障害発生時の対応体制につい

てご回答ください。 

・アプリケーション障害、ク

ラウド基盤の障害、クラウド

障害発生時の対応体制及び

作業手順や役割が示されて

いるか。 

10 10 

 

非常に優れて

いる 

8 優れている 

5 普通 



 

11 

 

と庁舎間のネットワーク障害

について、それぞれ示すこと。 

 

 

 

3 やや劣る 

0 不十分 

⑨ 法改正に伴う運用・システム

操作に関する情報提供やサポ

ート体制についてご回答くだ

さい。 

法改正に係る情報提供方法

や頻度、ユーザーが問い合

わせできる環境があったか

評価する。 

10 10 

 

非常に優れて

いる 

8 優れている 

5 普通 

3 やや劣る 

0 不十分 

⑩ 令和元年成立の法改正（戸籍

法、デジタル手続法）及び令

和５年成立振り仮名法制化に

関して、当町または千葉県内

の貴社ユーザー自治体に向け

た情報提供について、御社の

取り組みをお答えください。

（見積もりの提出、見積もり

の説明など） 

法改正に係る情報提供の取

り組み実績を評価する。 

10 10 

 

非常に優れて

いる 

8 優れている 

5 普通 

2 やや劣る 

0 不十分 

５ 業務継続性・将来性 40  

①  令和元年成立の戸籍法及びデ

ジタル手続法、令和５年成立

の振り仮名法制化に伴うシス

テム改修費について、令和２

年度から令和７年度までの当

町（人口約 14,000人）又は当

町と同規模団体における法改

正費用をご回答ください。 

※様式３に記入 

当町同規模団体における法

改正改修コストを評価す

る。 

10 10 

 

非常に優れて

いる 

8 優れている 

5 普通 

2 やや劣る 

0 不十分 

②  令和元年度成立の戸籍法一部

改正及びデジタル手続法改

正、振り仮名法改正、出生死亡

ワンストップにおける法務省

の調達案件の受注実績につい

て、ご回答ください。 

法務省の受注実績を評価す

る。 

10 10 

 

非常に優れて

いる 

8 優れている 

5 普通 

2 やや劣る 

0 不十分 



 

12 

 

③  将来的な法改正に関する情報

提供をどのように実施してい

るか、過去３年間の取り組み

をもとにご回答ください。 

 

将来的な法改正の情報取得

状況及び情報提供方針を評

価する。 

20 20 

 

非常に優れて

いる 

15 優れている 

10 普通 

5 やや劣る 

0 不十分 

６ 総合評価 50   

① 当町職員の負担軽減を図り事

務処理の効率化に繋がる取り

組みについてご回答くださ

い。 

 

戸籍事務は適正かつ正確に

事務処理を行い、他市町村

にも影響を及ぼす業務であ

るあることから、業務改善

に繋がり、町にとって有効

な内容となっているか。 

50 50 

 

40 

非常に優れて

いる 

優れている 

25 普通 

10 やや劣る 

0 不十分 

７ 価格評価※ 150   

①  標準化移行経費について 

 

 

 

 

 50   

②  標準化後の５年運用保守費

用、通信費（ガバメントクラ

ウドまたはそれに準ずる環境

に係る利用料）、システム使用

料及び賃借料について 

 100   

合     計 550  

 

※価格評価における評価点算出 

①評価点＝（提案価格のうち最低価格÷自社の提案価格）×50（小数第二位以下切下げ） 

②についての分配点は次のとおりとする。 

区      分 分配点 

運用保守費用（５年間分）   25 

通信費（ガバメントクラウド又はそれに準ずる環境に係る利用料、５年間分）   25 

システム利用料（５年間分）   25 

賃借料（５年間分）※リース料率は 2.0％とする。   25 

②評価点＝（提案価格のうち最低価格÷自社の提案価格）×分配点（小数第二位以下切下げ） 

但し、提案価格が 0円の場合は、分配点の満点を評価点とする。 


